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いただいた意見

　私は、二組の夫婦で「安心・綺麗・楽しい」をキーワードに春木町公園の清掃
活動をしています。この活動で感じた事を記してみました。知恵を尽くし考えら
れた公園は見事な出来上りとなりますが、人々が使いこなし気持ちよく利用され
るように公園の手入れを続けていくには多くの費用と労力が必要です。思いつか
ない使われ方で汚され傷つく事がよくあります。公園の構築には用・強・美の3点
が上手に組合され一体となる事、現地の状況その地域の将来性に合わせ長続きす
る事が大事です。将来、車が電気や水素で走るようになると大気も澄み、街路樹
も小柄で優しい木になるかもしれません。社会が貧しければ人々の心は弱く、汚
れやすく、社会が豊かになれば人々の綺麗にする心がけは力を持ち、さらに町を
豊かにするでしょう。きれいな公園は、町を綺麗に豊かにする力があるのです。

２　ご意見に対する区の考え方
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1　意見募集概要
件名

意見の募集期間

意見の提出方法

意見を提出した人数及び件数

文京区公園再整備基本計画（素案）

令和３年１２月６日から令和４年１月５日

メール・郵送・持参

５人、10件

区の考え方

　いつも公園行政にご協力頂きましてありがとうございます。
　今後も、区民との協働による公園管理運営を推進してまいります。

　方策の中に、「蝶の餌」についての言及がありますが、これは単に多くのチョ
ウの成虫の餌である花では不十分で、幼虫の食草になる植物を含まないと意味が
ないと思います。

　基本理念を実現するための８つの整備の方針と方策、(2）方策の具体的な
内容の整備方針②でお示しめししているものは、生物すべてを含みます。具
体例として「鳥や蝶」を記載したものです。

　多様性を求め、植栽を行なうことはよいのですが、地域を跨いだ移入につなが
る危険を排除すべきです。たとえば、ドングリを求めて東京周辺以外から移入し
植樹するのは遺伝情報の交雑を招くため問題があります。クマゼミの北上が話題
になり、その原因を温暖化に帰す傾向がありますが、実際は街路樹の植樹に伴っ
て、根に付いた幼虫ごと移入している可能性があります。このように、植樹する
ときには「どこから」移入するのか配慮すべきだと思います。

　植栽につきましては、基本理念を実現するための８つの整備の方針と方
策、(2）方策の具体的な内容の整備方針②の方策でお示ししているとおり、
地域に自生する植生や地形にも配慮した植栽を行ってまいります。

公園再整備を行う際は、インクルーシブの考え方も踏まえ、公園の規模や地
域特性、地域の方々のご意見などを伺いながら検討してまいります。

　本基本計画（素案）には「インクルーシブ遊具」の認知度（26頁）という言葉
があり、「インクルーシブ」については「遊具」に限定（あるいは特化）した言
及がされています。
 　しかし、「インクルーシブ」そのものの意味も踏まえれば、「遊具」に限定・
特化したあり方は「インクルーシブ」への理解を欠き、その本来の意味を貶める
ものと言わざるを得ません。
 　文京区の公園再整備に当たっては「インクルーシブ公園」を目指すべきであ
り、「インクルーシブ遊具」でお茶を濁すことなく、その理念と方向性をしっか
り打ち出していただきたい。

　「文の京」総合戦略（令和2年度～令和5年度）の(4)持続可能で豊かな地域社
会の構築に向けた視点において「持続可能で豊かな地域社会を構築するため、国
連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）＊」や国が提唱する
「Society5.0＊」に関して、自治体の取組が期待されていることから、これらの
視点を生かします」とあり、「第3章 基本政策」でも「基本政策は、各分野の個
別計画等との整合を図るとともに、SDGsの視点を当てはめることで、既存の分
野や組織の領域を超えた柔軟な発想により施策を推進します」と書いてありなが
ら、本基本計画においてはSDGsの17の目標のうち11、12、13、15しか挙げ
ておらず、これらしか関連しないとしています。
 　しかし、SDGsの17の目標のうち3、4、5、16、17も公園と関連付けられ
る（あるいは紐付けられる）ものであり、他の地方自治体では3、4、5、16、
17についても関連付けて公園整備を進めています。
 　文京区の公園再整備においてSDGsの17の目標の3、4、5、16、17を排除
するのはみどり公園課の怠惰・怠慢・横着に過ぎず、本基本計画においては他の
地方自治体と比べて区民が恥ずかしい思いをすることのないよう、しっかりと3、
4、5、16、17の目標に関わる視点を公園再整備と関連付けて（紐付けて）、本
基本計画に明記していただきたい。

　SDGsに関しましては、「６全般的な課題と地域別の課題」において、下
記のとおり訂正いたします。

これまでに整理した区内の公園の現状を踏まえ、引き続き公園再整備として
取り組むべき課題を以下に整理しました。また、国の実施指針として新たに
「SDGｓ（持続可能な開発目標）」が掲げられ、公園分野に関わるものとし
て、「３．すべての人に健康と福祉を」、「４．質の高い教育をみんな
に」、「５．ジェンダー平等を実現しよう」、「１１．住み続けられるまち
づくりを」、「１２．つくる責任つかう責任」、「１３．気候変動に具体的
な対策を」、「１５．陸の豊かさも守ろう」、「１６．平和と公正をすべて
の人に」、「１７．パートナーシップで目標を達成しよう」が関連します。
公園再整備においても「SDGｓ」に関連する目標については課題として取り
組んでいきます。

・４ページの５．の１行目「2022年」は「2022年度」の誤記ではないか？
・８ページの４行目「平成７年」は西暦も併記したほうがよい。９ページの例と
同様に。
・１９ページの表で、たとえば2,500は「500から2,500」と「2,500から
8,000」のどちらに属するのか？
・２６ページの最下行の文頭のインデントの位置が適当ではない。
・５２ページの指標欄の「地域一人当り」と指標の考え方欄の「一人当たり」と
は、どちらかに字句を統一したほうがよい。

ご指摘ありがとうございます。下記のとおり訂正します。
・ご指摘のとおり、「2022年度」に訂正いたします。
・西暦も併記するよう訂正します。
・面積は、属性が分かるよう「以上」、「未満」を記載します。
・インデントは26ページも含め訂正します。
・ご指摘のとおり「地域一人当り」に訂正し、統一します。

　本基本計画（素案）には「文京区都市マスタープラン」からの抜粋として「バ
リアフリーやユニバーサルデザインへの配慮」（5頁）なる言葉が載り、「バリア
フリー」については「公園施設のバリアフリー対応」（21頁）など50、58～
60、66、68頁においても言及されています。
 　しかし、「バリアフリー」は「ユニバーサルデザイン」の概念の1つの構成要
素に過ぎず、文京区の公園再整備に当たっては「ユニバーサルデザイン」に配慮
した公園再整備を目指す必要があり、本基本計画においてもその理念と方向性を
明記していただきたい。

　ユニバーサルデザインとして言及すべき部分については、訂正いたしま
す。
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・公園内の高木樹種を減らすことのないようにお願いします。
①衰弱した樹木の更新も同じ種類にする。
②高木の剪定は原則不要とする。やむを得ない箇所のみの剪定をする。
（木は戻ろうとする過程で樹形が乱れ、リスクある木になります。）
自ら軽くなり、枝を落とし樹形を整えますが、それに対するクレーマーには毅然
と対応できるようにすること。
③広場スペースへの緑陰率も限りなく100％になるようにする。
（新公園では「図3-36緑陰」が低下している。）
高木樹種による。防風率向上・蒸散（約200Ｌ以上/日）・木陰によるヒートアイ
ランド現象の緩和という公園内のしっとりとした快適性向上。

・健全な土壌スペースを極力残せるようにする。
①セミの幼虫やカエル等等の住処になる場所を残す。
②腐葉土として残せるようにするため土壌スペース内の落葉の片付けは極力せ
ず、そのままにしておくことで、環境保全となる。

・窪町東公園の茗荷谷付近の斜面について。
自生する中・低木・地被植物の植樹を急いでください。
斜面については鬱蒼とした植物群の維持をしてください。
（理由）
中木・低木・地被植物の伐採撤去をしたことにより、土壌の乾燥・落葉の飛散が
起こる。そして雨激・泥水の表層部流入により、土壌の硬化が起こる。それによ
り、伐採撤去箇所斜面の砂漠化となり、高木樹種の根っこが萎縮し、倒木や虫に
よる高木枯れを起こすリスクを増大させてます。

　公園樹木の樹種につきましては、基本理念を実現するための８つの整備の
方針と方策、(2）方策の具体的な内容の整備方針⑥の方策でお示ししている
とおり、利用者が四季の変化を楽しめる植栽を行います。また、常緑樹と落
葉樹をバランスよく配置し、夏場の木陰となるよう植栽します。

　土壌につきましては、基本理念を実現するための８つの整備の方針と方
策、(2）方策の具体的な内容の整備方針②の方策でお示ししているとおり、
良好な表土を復元するよう努めてまいります。

　個別の公園整備につきましては、利用者等のご意見を伺いながら、検討し
てまいります。


